
令和 2年 11月 13日（金）入間市児童福祉審議会 資料４－１   
入間市公立保育所における保育士加配基準表の見直しについて 

公立保育所では、継続入所を希望する児童のうち、障害等の理由で支援が必要な児童を加配基準

表及び巡回による状況把握に基づき検討・判定を行っています。しかし、現状の基準表では、児童の

全体像や成長の過程が確認できないため、同基準表の見直しを検討した結果、以下のとおり改正を

したいことから、ご意見をお聴かせください。  
１ 保育士加配基準表とは 
 公立保育所に入所している児童のうち、加配が必要な児童については、児童の状況（障害者手帳

の等級、身体や発達の状況等）に応じて加配保育士を配置しており、その判断基準として用いてい

るのが保育士加配基準表です。 
  
２ 改正内容      
３ 改正理由等について 
 ①「家庭の状況」の追加 
   これまでの様式には家庭の状況についての記載がなく、保育所で生活している児童の姿しか

確認できなかった。 
今回の改正により、保育所生活だけでなく以下の事項を確認することで、児童の全体像を捉え

ることができるようになる。 
また、全体像から児童の特性を把握し、今後の関わりなどのポイントについても併せて検討す

ることができる。 
・家庭での生活習慣（食事、睡眠、排泄、清潔、衣服の着脱） 
・保護者の児童への関わり（親子の愛着形成） 
・家族構成及び保護者以外の支援者の有無 など  

 ②「支援の方法と成果」の追加 
   これまでの様式には支援の方法と成果についての記載がなく、年間を通して児童にどのよう

な支援を行い、どのように成長したかを具体的に確認することができなかった。 
   今回の改正により、支援の方法や児童の成長を客観的に振り返ることができ、保育士自身も

成長を実感することができるようになる。 
   また、巡回支援、個人的な療育の情報等を参考として保育所での支援に取り込み、児童にと

って最良な支援について検討することができる。  

改正する内容 現在の内容 
①「家庭の状況」の追加 記載項目なし 
②「支援の方法と成果」の追加 記載項目なし 



                                               （改正後） 
入間市公立保育所における保育士加配基準表 

 

児童氏名              （  歳） 

 

□継続加配・□新規加配    □短時間・□標準時間  

 

                        保育所 
（該当部分に■を記入）                  

 

 

 

手帳での判断による加配区分 

  非該当 ２：１を検討 １：１を検討 

身体障害者

手帳 

肢体 □７級 □６級 
□１級・□２級・□３級・□４級 

□５級 

視覚 □６級 □５級 □１級・□２級・□３級・□４級 

聴覚  □６級 □２級・□３級・□４級・□５級 

音声言語  □４級 □３級 

内部 

疾患等 
 □４級 □１級・□２級・□３級 

療育手帳 判定  □Ｃ □ Ⓐ・□Ａ・□Ｂ 

精神手帳 判定  □３級 □１級・□２級 

 

 

 

手帳での判断によらない加配区分 

 非該当  ２：１を検討 １：１を検討 

身体状況 

上肢 □特に問題なし 
□体幹が弱い等、集団生活において見
守りが必要 

□体幹が弱い等、集団生活において常
に見守りと援助が必要 

下肢 □特に問題なし 

□歩行にぎこちなさを伴うが自力での
歩行は可(生活面で部分的な援助が
必要) 

□四つ這い等で室内での自力移動可又
は介助歩行等が可(生活全般で部分
的な援助が必要) 

聴覚 □特に問題なし 
□補聴器等を使い意思疎通はできるが
配慮が必要 

□補聴器を使用しているが個別の援助
が必要 

視覚 □特に問題なし 
□弱視等により生活全般において部分
的な援助が必要 

□弱視等により生活全般において部分
的な援助が常に必要 

内部 

疾患等 
□特に問題なし 

□集団生活において日常の活動制限が
あり健康状態に配慮が必要 

□活動内容及び日常生活上の制限があ
り健康状態に常に配慮が必要 

てんかん □ない 
□発作が起こる可能性は極めて低いが
見守りが必要 

□発作が起こる可能性があり注意して
見守りが必要 

アレルギー □特に問題なし 
□アレルギー症状の発生防止について
日常生活上での配慮が必要 

□わずかな要因でも重篤な状態となる
危険性があり常に配慮が必要 

生活 

食事 

□スプーン、フォーク等を
使い自分で食べることが
できる 

□部分的な援助が必要 
□座っていられない、また過度の偏食
等があり全面的な援助が必要 

着替え 
□自分で全部着替えること
ができる 

□部分的な援助が必要 
□身体的理由、または意欲がないなど
全面的な援助が必要 

排泄 

□自分で行きたいときにト
イレに行き排泄すること
ができる 

□排泄の意を知らせられないなど援助
が必要 

□排泄が自立しておらず全面的な援助
が必要 

集団活動 
□周囲と同様の活動ができ
る 

□集団活動への参加が可能だが部分的
な援助が必要 

□集団活動において個別対応が必要 

発達の状況 

言葉の 

理解 

□相手の話をおおむね理解で
きる 

□月齢相応の会話は難しいが、制止、
禁止等の言葉は理解できる 

□言葉の理解がなく制止、禁止等、保
育士の指示が入らない。もしくは保
育士の指示に無関心で内容を全く、
またはほとんど理解できない 

言葉の 

表現 

□自分の思っていることを
おおむね話せる 

□ほとんど言葉は出ないが身振り手振
りで何とか表現できる 

□話せず、身振り手振りでも気持ちを
伝えられない 

対人関係 
□友だちとの関係がおおむ
ね作れる 

□人への関心が薄い、または友達に関
心はあり関わろうとするが援助が必
要 

□対人関係を築くために個別の援助が
必要 

遊び 
□年齢相応の遊びがおおむ
ねできる 

□好きな遊びや友だちとの遊びに参加
しようとするが援助が必要 

□自己の世界観や特定のこだわりが強
く、集団では遊ぶことができないな
ど個別の援助が必要 

R3.4.1時点 



                                                      
※この基準は継続入所児に対する加配配置を検討する場合において適用することを原則とする。 

※加配対象児の受入体制・環境が確保されていることを前提に適用を検討するものとする。 

※総合判定については該当項目を基に、保育現場での児童の様子も併せて総合的に勘案し加配区分を判断するものとする。 

※この基準は令和 3年度分の加配配置検討より適用するものとし、また、次年度以降も必要に応じ見直しを行うものとする。 

                                    （加配基準表様式：R2.11月作成版） 

行動 

多動 □ほとんどない 
□行動が読み取りにくく見守りが必要
で、制止の声かけで行動をやめるこ
とができる 

□行動が読み取りにくく見守りが必要
で、場合によっては身体的な制止が
必要 

他傷 

他害 
□ほとんどない 

□行動が読み取りにくく見守りが必要
で、制止の声かけで行動をやめるこ
とができる 

□行動が読み取りにくく見守りが必要
で、場合によっては身体的な制止が
必要 

自傷 

行為 
□ほとんどない 

□行動が読み取りにくく見守りが必要
で、制止の声かけで行動をやめるこ
とができる 

□行動が読み取りにくく見守りが必要
で、場合によっては身体的な制止が
必要 

興奮 

パニック 
□ほとんどない 

□ある程度行動の予測がつき興奮、パ
ニックに対する本人なりの対応策が
ある 

□行動の予測がつきにくく個別対応に
よる見守りが必要 

突発的 

危険行動 
□ほとんどない 

□行動が読み取りにくく見守りが必要
で、制止の声かけで行動をやめるこ
とができる 

□行動が読み取りにくく見守りが必要
で、場合によっては身体的な制止が
必要 

こだわり 

特定行動 
□ほとんどない 

□日常生活に支障のない程度のこだわ
りや特定の行動を繰り返すなど見守
りが必要 

□こだわりや特定の行動により集団生
活への支障や事故等の可能性があり
見守りや身体的な制止が必要 

切替 

困難 
□ほとんどない 

□個別の援助や工夫等により切替える
ことができる 

□切替時に個別援助や工夫等が常に必
要 

総合判定 □ 非該当 □ ２：１ □ １：１ 

【家庭の状況】 

・生活習慣（食事・睡眠・排泄・清潔・衣服の着脱） 

 

・保護者の児童への関わり（親子の愛着形成） 

 

・家族構成及び保護者以外の支援者の有無 

・その他 

【支援の方法と成果】 

【意見及び総合判定理由(集団参加含む)】 

 ※前年度の判定…□非該当 ☐２：１ ☐１：１ 



                           （現行） 
入間市公立保育所における保育士加配基準表 

 

 

児童氏名：              （  歳）  

 

□継続加配・□新規加配    □短時間・□標準時間  

 

                          保育所 
（該当部分に☑を記入）                     

 

 

 

 

 

手帳での判断による加配区分 

  非該当 ２：１を検討 １：１を検討 

 

身
体
障
害
者
手
帳 

肢
体 

□７級 

 

 

□６級 

 

 

□１級・□２級・□３級・□４級 

□５級 

 
視
覚 

□６級 

 

 

□５級 

 

 

□１級・□２級・□３級・□４級 

 

 
聴
覚 

 
□６級 

 

 

□２級・□３級・□４級・□５級 

 

 
音
声 

言
語 

 
□４級 

 

 

□３級 

 

 
内
部 

疾
患
等 

 
□４級 

 

 

□１級・□２級・□３級 

 

 

療
育 

手
帳 

判
定  

□Ｃ 

 

 

□ Ⓐ・□Ａ・□Ｂ 

 

 

精
神 

手
帳 

判
定  

□３級 

 

 

□１級・□２級 

 

 

 

 

 

手帳での判断によらない加配区分 

 非該当  ２：１を検討 １：１を検討 

 
 
 
 

身 

体 

状 

況 

上
肢 

□特に問題なし 

 

 

□体幹が弱い等、集団生活において

見守りが必要 

 

□体幹が弱い等、集団生活において

常に見守りと援助が必要 

 

下
肢 

□特に問題なし 

 

 

□歩行にぎこちなさを伴うが自力で

の歩行は可(生活面で部分的な援

助が必要) 

□四つ這い等で室内での自力移動可

又は介助歩行等が可(生活全般で

部分的な援助が必要) 

聴
覚 

□特に問題なし 

 

 

□補聴器等を使い意思疎通はできる

が配慮が必要 

 

□補聴器を使用しているが個別の援

助が必要 

 
視
覚 

□特に問題なし 

 

 

□弱視等により生活全般において部

分的な援助が必要 

 

□弱視等により生活全般において部

分的な援助が常に必要 

 
内
部 

疾
患
等 

□特に問題なし 

 

 

□集団生活において日常の活動制限

があり健康状態に配慮が必要 

 

□活動内容及び日常生活上の制限が

あり健康状態に常に配慮が必要 

 
て
ん 

か
ん 

□ない 

 

 

□発作が起こる可能性は極めて低い

が見守りが必要 

 

□発作が起こる可能性があり注意し

て見守りが必要 

 
ア
レ
ル

ギ
ー 

□特に問題なし 

 

 

□アレルギー症状の発生防止につい

て日常生活上での配慮が必要 

 

□わずかな要因でも重篤な状態とな

る危険性があり常に配慮が必要 

 

 

生 

活 

食
事 

□スプーン、フォーク等を使い

自分で食べることができる 

 

□部分的な援助が必要 

 

 

□座っていられない、また過度の偏

食等があり全面的な援助が必要 

 
着
替
え 

□自分で全部着替えることがで

きる 

 

□部分的な援助が必要 

 

 

□身体的理由、又は意欲がないなど

全面的な援助が必要 

 
排
泄 

□自分で行きたいときにトイレ

に行き排泄することができる 

 

□排泄の意を知らせられないなど援

助が必要 

 

□排泄が自立しておらず全面的な援

助が必要 

 
集
団 

活
動 

□周囲と同様の活動ができる 

 

 

□集団活動への参加が可能だが部分

的な援助が必要 

 

□集団活動において個別対応が必要 

 

 

R2.4.1時点 



                                                  
※この基準は継続入所児に対する加配配置を検討する場合において適用することを原則とする。 

※加配対象児の受入体制・環境が確保されていることを前提に適用を検討するものとする。 

※総合判定については該当項目を基に、保育現場での児童の様子も併せて総合的に勘案し加配区分を判断するものとする。 

※この基準は令和 2年度分の加配配置検討より適用するものとし、また、次年度以降も必要に応じ見直しを行うものとする。 

                                    （加配基準表様式：H29.11月作成版）  
 
 
 
 
 
 

発
達
の
状
況 

 
 

 

言
葉
の 

理
解 

□相手の話を概ね理解できる 

 

 

 

 

□月齢相応の会話は難しいが、制

止、禁止等の言葉は理解できる 

 

 

 

□言葉の理解がなく制止、禁止等、

保育士の指示が入らない。もしく

は保育士の指示に無関心で内容を

全く又はほとんど理解できない 

 
言
葉
の 

表
現 

 
 
 
 

 

□自分の思っていることを概ね

話せる 

 

□ほとんど言葉は出ないが身振り手

振りで何とか表現できる 

  

□話せず、身振り手振りでも気持ち

を伝えられない 

 

対
人 

関
係 

□友だちとの関係が概ね作れる 

 

 

 

□人への関心が薄い、又は友達に関

心はあり関わろうとするが援助が

必要 

 

□対人関係を築くために個別の援助

が必要 

 

 
遊
び 

□年齢相応の遊びが概ねできる 

 

 

□好きな遊びや友だちとの遊びに参

加しようとするが援助が必要 

 

□自己の世界観や特定のこだわりが

強く、集団では遊ぶことができな

いなど個別の援助が必要 

 
 
 
 

 
 
 

 

行 

動 

多
動 

□ほとんどない 

 

 

 

□行動が読み取りにくく見守りが必

要で、制止の声かけで行動をやめ

ることができる 

 

□行動が読み取りにくく見守りが必

要で、場合によっては身体的な制

止が必要 

 

他
傷 

他
害 

□ほとんどない 

 

 

□行動が読み取りにくく見守りが必

要で、制止の声かけで行動をやめ

ることができる 

□行動が読み取りにくく見守りが必

要で、場合によっては身体的な制

止が必要 

自
傷 

行
為 

□ほとんどない 

 

 

 

□行動が読み取りにくく見守りが必

要で、制止の声かけで行動をやめ

ることができる 

 

□行動が読み取りにくく見守りが必

要で、場合によっては身体的な制

止が必要 

 
興
奮 

パ
ニ
ッ
ク 

□ほとんどない 

 

 

□ある程度行動の予測がつき興奮、

パニックに対する本人なりの対応

策がある 

□行動の予測がつきにくく個別対応

による見守りが必要 

 

 

突
発
的 

危
険
行
動  

□ほとんどない 

 

 

 

□行動が読み取りにくく見守りが必

要で、制止の声かけで行動をやめ

ることができる 

 

□行動が読み取りにくく見守りが必

要で、場合によっては身体的な制

止が必要 

 
こ
だ
わ
り 

特
定
行
動 

□ほとんどない 

 

 

 

□日常生活に支障のない程度のこだ

わりや特定の行動を繰り返すなど

見守りが必要 

 

□こだわりや特定の行動により集団

生活への支障や事故等の可能性が

あり見守りや身体的な制止が必要 

 

切
替 

困
難 

□ほとんどない 

 

 

 

□個別の援助や工夫等により切替え

ることができる 

 

 

□切替時に個別援助や工夫等が常に

必要 

 

  
総合判定 
 

 

□ 非該当 □ ２：１ □ １：１ 

【意見及び総合判定理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


